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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】令和3年5月27日(2021.5.27)

【公開番号】特開2019-193161(P2019-193161A)
【公開日】令和1年10月31日(2019.10.31)
【年通号数】公開・登録公報2019-044
【出願番号】特願2018-85719(P2018-85719)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｎ  21/436    (2011.01)
   Ｇ０９Ｇ   5/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   7/18     (2006.01)
   Ｇ０６Ｔ   1/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｍ   1/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ   21/436    　　　　
   Ｇ０９Ｇ    5/00     ５３０Ｍ
   Ｇ０９Ｇ    5/00     ５５５Ｄ
   Ｇ０９Ｇ    5/00     ５３０Ｈ
   Ｈ０４Ｎ    7/18     　　　Ｖ
   Ｇ０６Ｔ    1/00     ２００Ａ
   Ｈ０４Ｍ    1/00     　　　Ｕ

【手続補正書】
【提出日】令和3年4月14日(2021.4.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信手段と、撮像手段と、制御手段とを有する通信装置であって、
　前記制御手段は、
　被写体を撮像して順次画像を生成するように前記撮像手段を制御し、
　前記撮像手段により生成される画像の解像度が、所定の解像度以上か否かを判定し、
　前記撮像手段により生成される画像の解像度が前記所定の解像度以上であると判定した
場合、前記所定の解像度以上の解像度に対応する解像度の画像を外部装置に要求する第一
の要求を前記無線通信手段を介して前記外部装置に送信し、前記撮像手段により生成され
る画像の解像度が前記所定の解像度以上でないと判定した場合、前記所定の解像度未満の
解像度に対応する解像度の画像を前記外部装置に要求する第二の要求を前記無線通信手段
を介して前記外部装置に送信し、
　前記第一の要求または前記第二の要求を受信した前記外部装置によって順次撮像される
画像を、前記外部装置から前記無線通信手段を介して順次受信するように制御し、
　前記外部装置から順次受信される前記外部装置によって撮像される画像を、前記撮像手
段によって順次生成される画像に合成して順次表示するように制御することを特徴とする
通信装置。
【請求項２】
　操作手段をさらに有し、
　前記制御手段は、ユーザから前記操作手段を介して受け付けた指示に基づく解像度で画
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像を生成するように前記撮像手段を制御することを特徴とする請求項１に記載の通信装置
。
【請求項３】
　前記通信装置は、ワイプ撮影モードを含む複数の撮影モードを有し、
　前記制御手段は、ユーザの指示に応じた撮影モードで撮像を行うように前記撮像手段を
制御することを特徴とする請求項１または２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記ワイプ撮影モードの開始に応じて、前記制御手段は、前記第一の要求または前記第
二の要求を前記外部装置に送信することを特徴とする請求項３に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記ワイプ撮影モードにおいてユーザから録画指示を受け付けたことに応じて、前記制
御手段は、前記第一の要求または前記第二の要求を前記外部装置に送信することを特徴と
する請求項３に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記外部装置から順次受信される前記外部装置によって撮像される画
像を、前記撮像手段によって順次生成される画像に合成した合成画像を記録媒体に記録中
か否かを判定し、
　前記合成画像を前記記録媒体に記録中でない場合、前記第一の要求を送信せず前記第二
の要求を送信することを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記無線通信手段を介して複数の外部装置と通信を行うように制御し
、
　前記複数の外部装置から順次受信される複数の画像を、前記撮像手段によって順次生成
される画像に合成した合成画像を表示するように制御することを特徴とする請求項１から
６のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、アクセスポイントとして動作することによってＷｉ－Ｆｉ（登録商標
）ネットワークを形成するように前記無線通信手段を制御することを特徴とする請求項１
から７のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項９】
　無線通信手段と、撮像手段と、制御手段とを有し、前記制御手段が被写体を撮像して順
次画像を生成するように前記撮像手段を制御する通信装置の制御方法であって、
　前記撮像手段により生成される画像の解像度が、所定の解像度以上か否かを判定するス
テップと、
　前記撮像手段により生成される画像の解像度が前記所定の解像度以上であると判定した
場合、前記所定の解像度以上の解像度に対応する解像度の画像を外部装置に要求する第一
の要求を前記無線通信手段を介して前記外部装置に送信し、前記撮像手段により生成され
る画像の解像度が前記所定の解像度以上でないと判定した場合、前記所定の解像度未満の
解像度に対応する解像度の画像を前記外部装置に要求する第二の要求を前記無線通信手段
を介して前記外部装置に送信するステップと、
　前記第一の要求または前記第二の要求を受信した前記外部装置によって順次撮像される
画像を、前記外部装置から前記無線通信手段を介して順次受信するように制御するステッ
プと、
　前記外部装置から順次受信される前記外部装置によって撮像される画像を、前記撮像手
段によって順次生成される画像に合成して順次表示するように制御するステップと、を有
することを特徴とする制御方法。
【請求項１０】
　コンピュータを、請求項１から８のいずれか１項に記載された通信装置の制御手段とし
て機能させるためのプログラム。
【請求項１１】
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　無線通信手段と、撮像手段と、制御手段とを有する携帯装置であって、
　前記制御手段は、
　前記携帯装置とは異なる撮像装置により生成される画像の解像度を前記無線通信手段を
介して前記撮像装置から受信し、
　前記受信した解像度に基づく解像度で被写体を撮像して順次画像を生成するように前記
撮像手段を制御し、
　前記撮像手段によって生成される画像を前記撮像装置へ順次送信することを特徴とする
携帯装置。
【請求項１２】
　前記制御手段は、
　前記受信した解像度が所定の解像度以上であるか否かを判定し、
　前記受信した解像度が前記所定の解像度以上であると判定した場合、前記所定の解像度
以上の解像度に対応する解像度で被写体を撮像して順次画像を生成するように前記撮像手
段を制御し、
　前記受信した解像度が前記所定の解像度以上でないと判定した場合、前記所定の解像度
未満の解像度に対応する解像度で被写体を撮像して順次画像を生成するように前記撮像手
段を制御することを特徴とする請求項１１に記載の携帯装置。
【請求項１３】
　無線通信手段と、撮像手段と、制御手段とを有する携帯装置の制御方法であって、
　前記携帯装置とは異なる撮像装置により生成される画像の解像度を前記無線通信手段を
介して前記撮像装置から受信するステップと、
　前記受信した解像度に基づく解像度で被写体を撮像して順次画像を生成するように前記
撮像手段を制御するステップと、
　前記撮像手段によって生成される画像を前記撮像装置へ順次送信するステップと、を有
することを特徴とする制御方法。
【請求項１４】
　コンピュータを、請求項１１または１２に記載された携帯装置の制御手段として機能さ
せるためのプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記課題を解決し、目的を達成するために、本発明の通信装置は、無線通信手段と、撮
像手段と、制御手段とを有する通信装置であって、前記制御手段は、被写体を撮像して順
次画像を生成するように前記撮像手段を制御し、前記撮像手段により生成される画像の解
像度が、所定の解像度以上か否かを判定し、前記撮像手段により生成される画像の解像度
が前記所定の解像度以上であると判定した場合、前記所定の解像度以上の解像度に対応す
る解像度の画像を外部装置に要求する第一の要求を前記無線通信手段を介して前記外部装
置に送信し、前記撮像手段により生成される画像の解像度が前記所定の解像度以上でない
と判定した場合、前記所定の解像度未満の解像度に対応する解像度の画像を前記外部装置
に要求する第二の要求を前記無線通信手段を介して前記外部装置に送信し、前記第一の要
求または前記第二の要求を受信した前記外部装置によって順次撮像される画像を、前記外
部装置から前記無線通信手段を介して順次受信するように制御し、前記外部装置から順次
受信される前記外部装置によって撮像される画像を、前記撮像手段によって順次生成され
る画像に合成して順次表示するように制御する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９７
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９７】
　Ｓ９０３では、制御部２０１は、ユーザによってアプリケーションが起動されたかを判
定し、アプリケーションが起動されたと判定した場合は処理をＳ９０４へ進める。Ｓ９０
３の処理は、図６のＳ６０６やＳ６１０に相当する。
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